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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】無機保護膜の使用によって、紫外線信頼性テス
ト或いは長時間の野外使用などの環境で装置内の有機膜
におけるガス抜けを防止し、ガス抜けによる有機発光素
子内の有機スタックの劣化を防止できる有機発光表示装
置を提供する。
【解決手段】有機発光表示装置は、基板１００上の薄膜
トランジスタＴＦＴと、薄膜トランジスタを覆う平坦化
膜１１７と、薄膜トランジスタの露出部と接続した電極
と、発光部を定義して電極の一部を露出するバンク１２
０と、バンク上のスペーサ１２１と、発光部に対応する
電極の上面を除くバンク及びスペーサの表面に設けられ
た紫外線遮断層１２２と、発光部及び発光部周辺の紫外
線遮断層上で設けられた有機発光層１３０とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタを覆う平坦化膜と、
　前記薄膜トランジスタの露出部と接続した電極と、
　発光部を定義するために前記電極の一部を露出するバンクと、
　前記バンク上のスペーサと、
　前記発光部に対応する前記電極の上面を除く前記バンク及びスペーサの表面に設けられ
た紫外線遮断層と、
　前記発光部及び該発光部周辺の前記紫外線遮断層上で設けられた有機発光層と、
を備える有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記紫外線遮断層は、前記７００Å～２０００Åの厚さである、請求項１に記載の有機
発光表示装置。
【請求項３】
　基板上の少なくとも一つの薄膜トランジスタと、
　前記少なくとも一つの薄膜トランジスタと接続した電極と、
　発光部を定義で前記電極の一部を露出するバンクと、
　紫外線範囲の光を反射および／または吸収するように、前記バンク上に備えられた絶縁
膜と、
　前記発光部及び該発光部周辺の絶縁膜上で、前記電極の露出部と重畳した有機発光層と
、
を備える有機発光表示装置。
【請求項４】
　前記有機発光層は、前記バンク上に形成されていない、請求項３に記載の有機発光表示
装置。
【請求項５】
　前記少なくとも一つの薄膜トランジスタを覆う平坦化膜と前記バンク上のスペーサをさ
らに含み、
　前記絶縁膜は、前記スペーサの上にさらに含まれる、請求項３に記載の有機発光表示装
置。
【請求項６】
　前記紫外線範囲は、１０ｎｍ～４００ｎｍの波長光である、請求項３に記載の有機発光
表示装置。
【請求項７】
　前記絶縁膜は、無機膜を含む、請求項３に記載の有機発光表示装置。
【請求項８】
　前記無機膜は、ＺｎＯｘ、ＴｉＯｘ、ＳｉｘＮｙ及びＴａｘＯｙの少なくともいずれか
一つを含む、請求項７に記載の有機発光表示装置。
【請求項９】
　前記絶縁膜は、無機膜と有機膜の交互積層を一対以上含む、請求項３に記載の有機発光
表示装置。
【請求項１０】
　前記無機膜は、ＺｎＯｘ、ＴｉＯｘ、ＳｉｘＮｙ及びＴａｘＯｙの少なくともいずれか
一つであり、
　前記有機膜は、ＰＴＦＥ（Ｐｏｌｙｅｔｒａｆｌｕｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ）、ＰＶＤ
Ｆ（Ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｉｄｅｎｅ　ｆｌｕｏｒｉｄｅ）、ＰＥＴ（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌ
ｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）、ＣＯＰ（Ｃｙｃｌｏ　Ｏｌｅｆｉｎ　Ｐｏｌｙ
ｍｅｒ）及びＰＣ（Ｐｏｌｙｃａｒｂｏｒｎａｔｅ）のいずれか一つである、請求項９に
記載の有機発光表示装置。
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【請求項１１】
　前記絶縁膜は、前記スペーサの上部面で開口している、請求項５に記載の有機発光表示
装置。
【請求項１２】
　前記紫外線遮断層は、前記スペーサの上部面及び該上部面面に続く側部の一部まで開口
している、請求項１１に記載の有機発光表示装置。
【請求項１３】
　前記平坦化膜の上部面に、前記紫外線範囲の光を反射および／または吸収するように、
補助絶縁膜をさらに備える、請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１４】
　前記電極が設けられていない領域に紫外線遮断をさらに備える、請求項５に記載の有機
発光表示装置。
【請求項１５】
　前記バンクとスペーサは、同じ物質である、請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１６】
　前記バンクとスペーサは、ポリイミド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）またはポリアミド（ｐｏ
ｌｙａｍｉｄｅ）からなる、請求項１５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１７】
　前記平坦化膜は、フォトアクティブ化合物（ｐｈｏｔｏａｃｔｉｖｅ　ｃｏｍｐｏｕｎ
ｄ）を含む有機膜である、請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１８】
　前記絶縁膜は、複数の第１紫外線遮断膜と、前記複数の第１紫外線遮断膜上に備えられ
た少なくとも一つの第２紫外線遮断膜を含んでいる、請求項５に記載の有機発光表示装置
。
【請求項１９】
　前記複数の第１紫外線遮断膜は無機膜であり、
　前記少なくとも一つの第２紫外線遮断膜は有機膜である、請求項１８に記載の有機発光
表示装置。
【請求項２０】
　前記絶縁膜の最外フィルムはフレキシブルである、請求項１８または請求項１９に記載
の有機発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関し、特に、紫外線信頼性テスト或いは長時間の野外使用などの
環境において装置内の有機膜におけるガス抜け（ｏｕｔｇａｓｓｉｎｇ）を防止し、ガス
抜けによる有機発光素子内の有機スタックの劣化を防止した有機発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、本格的な情報化時代に入るにつれて電気的情報信号を視覚的に表現するディスプ
レイ（ｄｉｓｐｌａｙ）分野が急速に発展してきており、それに相応して薄型化、軽量化
、低消費電力化した優れた性能を持つ様々な平板表示装置（Ｆｌａｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ　
Ｄｅｖｉｃｅ）が開発され、急速に既存のブラウン管（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂ
ｅ：ＣＲＴ）に取って代わっている。
【０００３】
　このような平板表示装置の具体的な例には、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ：ＬＣＤ）、プラズマ表示装置（Ｐｌａｓｍａ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ　ｄｅｖｉｃｅ：ＰＤＰ）、電界放出表示装置（Ｆｉｅｌｄ　
Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ：ＦＥＤ）、有機発光表示装置（Ｏｒ
ｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ：ＯＬＥＤ）及び量子点表示
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装置（Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｅｖｉｃｅ）などを挙げることがで
きる。
【０００４】
　その中でも、別途の光源を必要とせず、装置のコンパクト化及び鮮明なカラーを表示す
る目的から、有機発光表示装置のような自発光表示装置が競争力あるアプリケーション（
ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）として考慮されている。
【０００５】
　一方、表示装置は、製品の出荷に当たって様々なテストを行って信頼性を検証する。こ
のようなテストのうち、最近では、表示装置が極暑や極寒などの野外環境でも一般的に用
いられることを考慮して、紫外線信頼性テストが要求されている。
【０００６】
　有機発光表示装置は、発光する有機発光層の特性上、水分に弱いだけでなく、紫外線光
に対して発光領域が収縮して正常発光できなく、寿命も低下する問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上述した問題点を解決するために案出されたものであり、特に、紫外線遮断
層を装置内部に適用し、紫外線信頼性テスト或いは長時間の野外使用などの環境において
も安定した有機発光表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の有機発光表示装置は、内部構成を変更することにより、紫外線信頼性テスト或
いは長時間の野外使用などの環境においても装置内の有機膜におけるガス抜け（ｏｕｔｇ
ａｓｓｉｎｇ）を防止し、ガス抜けによる有機発光素子内の有機スタックの劣化を防止す
ることができる。
【０００９】
　本発明の一実施例に係る有機発光表示装置は、基板上の薄膜トランジスタと、前記薄膜
トランジスタを覆う平坦化膜と、前記薄膜トランジスタの露出部と接続した電極と、発光
部を定義するために前記電極の一部を露出するバンクと、前記バンク上のスペーサと、前
記発光部に対応する前記電極の上面を除く前記バンク及びスペーサの表面に設けられた紫
外線遮断層と、前記発光部及び該発光部周辺の前記紫外線遮断層上で設けられた有機発光
層と、を備えることができる。
【００１０】
　前記紫外線遮断層は、前記７００Å～２０００Åの厚さであることができる。
【００１１】
　本発明の他の実施形態による有機発光表示装置は、基板上の少なくとも一つの薄膜トラ
ンジスタと、前記少なくとも一つの薄膜トランジスタと接続した電極と、発光部を定義す
るために前記電極の一部を露出するバンクと、紫外線範囲の光を反射および／または吸収
するように、前記バンク上に備えられた絶縁膜と、前記発光部及び該発光部周辺の絶縁膜
上で、前記電極の露出部と重畳した有機発光層と、を備えることができる。
【００１２】
　前記有機発光層は、前記バンク上に形成されていないことができる。
【００１３】
　前記少なくとも一つの薄膜トランジスタを覆う平坦化膜と前記バンク上のスペーサをさ
らに含み、前記絶縁膜は、前記スペーサの上にさらに含まれることができる。
【００１４】
　前記紫外線範囲は、１０ｎｍ～４００ｎｍの波長光であることができる。
【００１５】
　前記絶縁膜は、無機膜を含むことができる。
【００１６】
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　前記無機膜は、ＺｎＯｘ、ＴｉＯｘ、ＳｉｘＮｙ及びＴａｘＯｙの少なくともいずれか
一つを含むことができる。
【００１７】
　前記絶縁膜は、無機膜と有機膜の交互積層を一対以上含むことができる。
【００１８】
　前記無機膜は、ＺｎＯｘ、ＴｉＯｘ、ＳｉｘＮｙ及びＴａｘＯｙの少なくともいずれか
一つであり、前記有機膜は、ＰＴＦＥ（Ｐｏｌｙｅｔｒａｆｌｕｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ
）、ＰＶＤＦ（Ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｉｄｅｎｅ　ｆｌｕｏｒｉｄｅ）、ＰＥＴ（Ｐｏｌｙ
ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）、ＣＯＰ（Ｃｙｃｌｏ　Ｏｌｅｆｉｎ
　Ｐｏｌｙｍｅｒ）及びＰＣ（Ｐｏｌｙｃａｒｂｏｒｎａｔｅ）のいずれか一つであるこ
とができる。
【００１９】
　前記絶縁膜は、前記スペーサの上部面で開口していることができる。
【００２０】
　前記紫外線遮断層は、前記スペーサの上部面及び該上部面面に続く側部の一部まで開口
していることができる。
【００２１】
　前記平坦化膜の上部面に、前記紫外線範囲の光を反射および／または吸収するように、
補助絶縁膜をさらに備えることができる。
【００２２】
　前記電極が設けられていない領域に紫外線遮断をさらに備えることができる。
【００２３】
　前記バンクとスペーサは、同じ物質であることができる。
【００２４】
　前記バンクとスペーサは、ポリイミド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）またはポリアミド（ｐｏ
ｌｙａｍｉｄｅ）からなることができる。
【００２５】
　前記平坦化膜は、フォトアクティブ化合物（ｐｈｏｔｏａｃｔｉｖｅ　ｃｏｍｐｏｕｎ
ｄ）を含む有機膜であることができる。
【００２６】
　前記絶縁膜は、複数の第１紫外線遮断膜と、前記複数の第１紫外線遮断膜上に備えられ
た少なくとも一つの第２紫外線遮断膜を含んでいることができる。
【００２７】
　前記複数の第１紫外線遮断膜は無機膜であり、前記少なくとも一つの第２紫外線遮断膜
は有機膜であることができる。
【００２８】
　前記絶縁膜の最外フィルムはフレキシブルであることができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の有機発光表示装置は、次のような効果がある。
【００３０】
　第一に、紫外線遮断層を装置の内部に備えることによって、紫外線が装置に入射する時
、紫外線遮断層が紫外線光を反射或いは吸収し、特に紫外線光を直接受ける場合にガス抜
けを誘発する有機物質材料内に紫外線が透過されることを防止することができる。
【００３１】
　第二に、紫外線遮断層の存在により、紫外線透過の遮断によって下部ガス抜け誘発層に
おけるガス抜けを防止し、有機スタックにおける発光領域の収縮現象を防止することがで
きる。したがって、発光素子内の安定性が維持され、有機発光表示装置の寿命が向上する
。
【図面の簡単な説明】
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【００３２】
【図１】本発明の第１実施例による有機発光表示装置の断面図である。
【図２】本発明の第２実施例による有機発光表示装置の断面図である。
【図３】本発明の第３実施例による有機発光表示装置の断面図である。
【図４】比較例による有機発光表示装置の断面図である。
【図５】平坦化膜のＵＶ照射によってブリーチングの発生したか否かによる化学的反応を
示す図である。
【図６】バンク及びスペーサの主成分としてポリアミド酸を示す図である。
【図７】ＵＶ信頼性実験後、収縮が発生する発光部を示す平面図である。
【図８】本発明の第４実施例による紫外線遮断層を示す断面図である。
【図９】本発明の第５実施例による紫外線遮断層を示す断面図である。
【図１０】本発明の第６実施例による紫外線遮断層を示す断面図である。
【図１１ａ】紫外線遮断層の有無による効率変化を赤色、緑色、青色の発光層で観察した
グラフである。
【図１１ｂ】紫外線遮断層の有無による効率変化を赤色、緑色、青色の発光層で観察した
グラフである。
【図１１ｃ】紫外線遮断層の有無による効率変化を赤色、緑色、青色の発光層で観察した
グラフである。
【図１２】様々な成分による発光領域におけるガス抜け散布図行列を示すグラフである。
【図１３】様々な材料別紫外線領域帯の透過率を示すグラフである。
【図１４】ＴｉＯ２成分の厚さ別波長に対する透過率変化を示すグラフである。
【図１５】紫外線遮断層の厚さ別ソーラースペクトル重畳面積を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の好ましい実施例を説明する。明細書全体を通じ
て同一の参照番号は実質的に同一の構成要素を意味する。以下の説明において、本発明に
係る技術或いは構成に関する具体的な説明が却って本発明の要旨を曖昧にすると判断され
る場合、その詳細な説明を省略する。また、以下の説明で使われる構成要素の名称は明細
書作成の容易さを考慮して選択されたものであり、実製品の部品名と相違することもある
。
【００３４】
　本発明の様々な実施例を説明するための図面に開示された形状、大きさ、比率、角度、
個数などは例示的なものであり、本発明は図面に開示の事項に限定されない。本明細書全
体を通じて同一の図面符号は同一の構成要素を示す。また、本発明を説明するとき、関連
している公知技術に関する具体的な説明が却って本発明の要旨を曖昧にすると判断される
場合、その詳細な説明は省略する。本明細書において‘含む’、‘有する’、‘からなる
’などが使われる場合、‘～だけ（のみ）’が使用されない限り、他の部分が付加されて
もよい。構成要素を単数で表現した場合、特に明示的な記載事項がない限り、複数を含む
場合も含む。
【００３５】
　本発明の様々な実施例に含まれた構成要素を解釈するとき、特に明示的記載がなくても
誤差範囲を含むものとして解釈する。
【００３６】
　本発明の様々な実施例の説明において、位置関係について説明するとき、例えば、‘～
上に’、‘～上部に’、‘～下部に’、‘～側に’などによって２つの部分の位置関係が
説明される場合、‘直に’又は‘直接’が使用されない限り、２つの部分の間に一つ以上
の他の部分が位置する場合も含むことができる。
【００３７】
　本発明の様々な実施例の説明において、時間関係について説明するとき、例えば、‘～
後に’、‘～に続いて’、‘～次に’、‘～前に’などによって時間的先後関係が説明さ
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れる場合、‘直に’又は‘直接’が使用されない限り、連続しない場合も含むことができ
る。
【００３８】
　本発明の様々な実施例の説明において、‘第１～’、‘第２～’などを様々な構成要素
を説明するために使うことができるが、これらの用語は同一類似な構成要素を互いに区別
するためのものに過ぎない。したがって、本明細書において‘第１～’と表現される構成
要素は、特に言及がない限り、本発明の技術的思想内で‘第２～’と表現される構成要素
と同一であり得る。
【００３９】
　本発明の様々な実施例の各特徴は部分的に又は全体的に互いに結合又は組合せ可能であ
り、技術的に様々な連動及び駆動が可能であり、それぞれの様々な実施例が互いに独立し
て実施されてもよく、相互関連して実施されてもよい。
【００４０】
　図１は、本発明の第１実施例による有機発光表示装置の断面図である。
【００４１】
　図１に示すように、本発明の第１実施例による有機発光表示装置は、基板１００上に薄
膜トランジスタＴＦＴと、前記薄膜トランジスタＴＦＴの一部を除いて覆う平坦化膜１１
７と、前記平坦化膜１１７から露出された前記薄膜トランジスタの一部と接続した第１電
極１１８と、前記第１電極１１８の一部を露出させて発光部を定義するバンク１２０と、
前記バンク上のスペーサ１２１と、前記発光部に対応する前記第１電極１１８の上面を除
いて前記バンク及びスペーサの表面に設けられた紫外線遮断層１２２と、前記発光部及び
該発光部周辺の前記紫外線遮断層と重畳した有機発光層１３０とを備える。
【００４２】
　前記基板１００は、ガラス基板、プラスチック基板或いは金属基板で構成され得る。最
近では有機発光表示装置の可撓性のために主にプラスチック基板が用いられている。プラ
スチック基板の材質は、ＰＩ（Ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）、ＰＥＴ（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎ
ｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）、ＰＥＮ（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｎａｐｈｔｈ
ａｌａｔｅ）、ＰＣ（ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ）、ＰＥＳ（ｐｏｌｙｅｔｈｅｒｓｕ
ｌｆｏｎｅ）、ＰＡＲ（ｐｏｌｙａｒｙｌａｔｅ）、ＰＳＦ（ｐｏｌｙｓｕｌｆｏｎｅ）
、ＣＯＣ（ｃｉｃｌｉｃ－ｏｌｅｆｉｎ　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ）などの材質を用いること
ができる。
【００４３】
　図１に示す例は、可撓性（ｆｌｅｘｉｂｉｌｉｔｙ）を有するポリイミドの第１基材１
０３を基板１００に含むが、一般にポリイミのようなプラスチック材質のフィルムはアレ
イ工程中に丸まったり損傷する危険があるため、ガラス基板上に犠牲層を形成し、その上
にプラスチック材質のフィルムを塗布し、アレイ工程を完了した後に、ガラス基板を除去
する工程を適用することにより、装置のスリム化と工程上の便宜を同時に確保する。
【００４４】
　また、基板１００は、アレイが上部に形成される主基材として第１基材１０３を含み、
前記第１基材１０３の下部の傷や外部からの直接的な損傷を防止するように、保護基材１
０１を接着層１０２を介してさらに付着することもできる。保護基材１０１はプラスチッ
クフィルムでよく、場合によって有色性であってもよい。
【００４５】
　以下、前記基板１００上にまず形成される薄膜トランジスタアレイについて説明する。
基板１００は、複数個の画素がマトリクス状に設けられ、各画素に対して薄膜トランジス
タＴＦＴとストレージキャパシタＣｓｔが設けられる。同図は、薄膜トランジスタＴＦＴ
及びストレージキャパシタＣｓｔが位置した上下部の断面図であり、必要によって各画素
は薄膜トランジスタＴＦＴ及びストレージキャパシタＣｓｔをさらに含むことができ、本
発明でいう薄膜トランジスタアレイとは、薄膜トランジスタとストレージキャパシタなど
の構成及びそれらと同一層に形成される配線などの構成を含むものを指す。
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【００４６】
　前記第１基材１０３の上部のアレイを形成する前に、複数個の無機絶縁層の積層からな
る複数のバッファ層１０４を備え、上部のアレイに第１基材１０３から不純物が流入する
ことを防止し、アレイ形成の保護を担当する。複数のバッファ層１０４は、酸化膜（Ｓｉ
Ｏｘ）、窒化膜（ＳｉＮｘ）、酸窒化膜（ＳｉＮｘＯｙ）であり得る。
【００４７】
　前記複数のバッファ層１０４上の所定部位に下部遮光金属１０５が設けられる。
【００４８】
　次に、前記下部遮光金属１０５上に半導体バッファ層１０６が設けられる。半導体バッ
ファ層１０６の構成も、上述したバッファ層と同種の無機絶縁膜であり得る。
【００４９】
　前記半導体バッファ層１０６は、そこに形成される半導体層１０７，１０７ａの平坦度
を確保し、半導体層１０７，１０７ａに下部層からの不純物が伝達されることを防止する
。場合によって、水素が半導体層１０７，１０７ａに流入することを遮断し、半導体層１
０７，１０７ａを含む薄膜トランジスタの特性変化無しに駆動特性を安定化させる。
【００５０】
　前記半導体バッファ層１０６上の所定部位に半導体層１０７，１０７ａを形成する。同
断面図では第１半導体層１０７及び第２半導体層１０７ａが互いに分離されるとしている
が、平面図に見られるように、前記第１半導体層１０７及び第２半導体層１０７ａは互い
に連結部位を有することができる。
【００５１】
　第１半導体層１０７は薄膜トランジスタの半導体層として用いられ、不純物がドープさ
れていないチャネル領域１０７ｃ、その両側の、不純物がドープされたソース領域１０７
ｓ及びドレイン領域１０７ｄを有する。そして、第２半導体層１０７ａは、ソース領域１
０７ｓ及びドレイン領域１０７ｄと同じドーピング領域と定義される。前記第１半導体層
１０７及び第２半導体層１０７ａのドーピング工程は、前記第１及び第２半導体層１０７
，１０７ａの形状をパターニングした後、選択的にチャネル領域１０７ｃを覆い、露出さ
れた部位に不純物をドープする。前記第１及び第２半導体層１０７，１０７ａは、例えば
、非晶質シリコン、結晶質シリコン及び酸化物半導体の少なくともいずれか一つであるか
、或いはいずれか２つ以上を積層して形成することができる。
【００５２】
　前記半導体層１０７，１０７ａを覆いながら半導体バッファ層１０６上にゲート絶縁膜
１０８を形成する。
【００５３】
　前記ゲート絶縁膜１０８及び半導体バッファ層１０６を選択的に除去して前記下部遮光
金属１０５を部分的に露出する接続ホールを形成し、接続ホールを含めて前記ゲート絶縁
膜１０８上に金属を蒸着し、これを選択的に除去して、前記第１半導体層１０７のチャネ
ル領域１０７ｃと重畳するゲート電極１１０、及び前記ゲート電極１１０と離隔し、前記
下部遮光金属１０５の電気的信号を安定化する第１接続配線１０９を形成する。
【００５４】
　前記ゲート電極１１０及び第１接続配線１０９が形成されたゲート絶縁膜１０８上に第
１層間絶縁膜１１１が設けられる。
【００５５】
　そして、前記第１接続配線１０９と重畳して前記第１層間絶縁膜１１１上に第１ストレ
ージ電極１１２が設けられる。
【００５６】
　前記第１ストレージ電極１１２を含む前記第１層間絶縁膜１１１上に第２層間絶縁膜１
１３が設けられる。ここで、前記第１層間絶縁膜１１１及び第２層間絶縁膜１１３は酸化
膜、窒化膜、酸窒化膜などの無機絶縁膜であり得る。
【００５７】
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　前記第２層間絶縁膜１１３及び第１層間絶縁膜１１１を選択的に除去して、前記第１半
導体層１０７の両側、すなわち、ソース領域１０７ｓ及びドレイン領域１０７ｄを選択的
に露出させる接続ホールを形成する。
【００５８】
　前記接続ホールを含む前記第２層間絶縁膜１１３上に金属を蒸着し、これを選択的に除
去して、前記接続ホールを通じて第１半導体層１０７のソース領域１０７ｓ及びドレイン
領域１０７ｄと接続されるソース電極１１４及びドレイン電極１１５を形成し、同一層に
第２ストレージ電極１１６を形成する。
【００５９】
　ここで、ストレージキャパシタ形成部位に位置する前記第２ストレージ電極１１６は、
ソース電極１１４又はドレイン電極１１５と異なる部位で電気的連結を有するか、或いは
それらの層と同一層に形成されるデータライン（図示せず）又は別途の配線に連結されて
電気的信号を受信し、前記第１ストレージ電極１１２は、ゲート電極１１０と同一層に形
成される別途の配線に連結されて電気的信号を受信して、前記第１及び第２ストレージ電
極１１２，１１６と、該第１及び第２ストレージ電極１１２，１１６の間に設けられた第
２層間絶縁膜１１３の重畳部位においてストレージキャパシタをなす。
【００６０】
　上述した薄膜トランジスタＴＦＴ及びストレージキャパシタＣｓｔの構成は必要によっ
て変更されてもよく、場合によって、前記第１ストレージ電極１１２は省略され、下部構
成である第１接続配線１０９などがその機能を代替してもよい。
【００６１】
　一方、前記薄膜トランジスタＴＦＴに接続された有機発光素子を構成するとき、平坦な
表面における光効率の向上のために前記薄膜トランジスタＴＦＴ及びストレージキャパシ
タＣｓｔを覆う平坦化膜１１７がさらに設けられる。平坦化膜１１７は、光活性化合物（
ＰＡＣ：Ｐｈｏｔｏ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄ）を含む有機膜であり、その厚さ
は１μｍ～５μｍと下部構成を平坦に覆う程度に厚い。前記光活性化合物の例にＤＮＱス
ルホネート（Ｄｉ－ａｚｏｎａｐｈｔｈｏｑｕｉｎｏｎｅ　ｓｕｌｆｏｎａｔｅ）を含み
、光硬化後に内部架橋結合（ｃｒｏｓｓｌｉｎｋａｉｎｇ）してその膜質が稠密であり、
平坦性が良い。
【００６２】
　前記平坦化膜１１７は、前記薄膜トランジスタＴＦＴ、すなわち、ドレイン電極１１５
が露出されるように接続ホールが設けられており、該接続ホールを通じて有機発光素子（
ＯＬＥＤ）の第１電極１１８がドレイン電極１１５に接続される。
【００６３】
　バンク１２０は、そのオープン領域に発光部が定義されるものであり、発光部定義膜と
も呼ばれる。
【００６４】
　バンク１２０の上部に設けられるスペーサ１２１は、各画素に有機発光層１３０を形成
するときに微細開口付き微細金属マスクを利用するが、微細金属マスクの荷重による垂れ
によって微細金属マスクがバンク１２０に当たってバンク１２０が崩れることを防止し、
前記バンク１２０が微細金属マスクに直接当たることを防止する役割を担う。この場合、
前記バンク１２０に比べて前記スペーサ１２１が小さい幅を有し、バンク１２０の一部領
域に前記スペーサ１２１が設けられ得る。バンク１２０とスペーサ１２１は同一材料によ
って単一工程で共に定義され得る。
【００６５】
　一方、前記バンク１２０及びスペーサ１２１は、ポリアミド或いはポリイミドからなる
。
【００６６】
　先に言及した平坦化膜１１７は光活性化合物を含み、バンク１２０及びスペーサ１２１
もポリアミド酸を含む。これらはいずれも、各膜をなす化合物の末端基としてカルボキシ
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ル基（－ＣＯＯＨ）を含むが、特に、紫外線光が照射されると内部化合物の末端基であっ
たカルボキシル基（－ＣＯＯＨ）が光反応しつつ二酸化炭素（ＣＯ２）として脱離し、こ
のような二酸化炭素が装置内でガス抜けとして作用し得る。
【００６７】
　本発明の有機発光表示装置は、このようなガス抜けを防止するために、紫外線光がバン
ク１２０及びスペーサ１２１の下部へ透過しないようにバンク１２０及びスペーサ１２１
の表面に紫外線遮断層１２２を備える。
【００６８】
　前記紫外線遮断層１２２は、略１０ｎｍ～４００ｎｍの紫外線領域帯の光を反射又は吸
収することができる。すなわち、紫外線遮断層１２２に紫外線光が入射すると、紫外線遮
断層１２２は紫外線光を反射させるか、自分が吸収し得る。一部の光が通過してもその透
過量を４０％未満に制限し、紫外線によって前記バンク１２０及びスペーサ１２１或いは
それらの下部側の層で紫外線と反応してガス抜けを誘発することを防止することができる
。
【００６９】
　紫外線遮断層１２２は、紫外線光の十分且つ効果的な吸収及び反射のために一定厚さを
有することができ、その好ましい厚さは７００Å～２０００Åであり得る。また、紫外線
遮断性に優れた無機遮断膜、例えば、ＺｎＯｘ、ＴｉＯｘ、ＳｉｘＮｙ及びＴａｘＯｙの
少なくともいずれか一つを含むことができる。前記紫外線遮断層１２２が７００Å以上の
厚さを有する理由は、その以下の厚さであれば、紫外線遮断が特定波長において不連続的
であるか、一部の紫外線が透過し得るためである。また、紫外線遮断層１２２が２０００
Å以下の厚さを有する理由は、それを超える厚さであれば、可視光領域帯の光の損失が発
生し得るためである。
【００７０】
　前記紫外線遮断層１２２は、上述した材料の無機遮断膜を一定厚さ以上の単一層にし、
紫外線光を効果的に反射及び吸収してもよく、或いは複数層を積層して紫外線光領域帯の
光を効果的に遮断してもよい。
【００７１】
　そして、紫外線遮断層１２２は、バンク１２２と重畳しない第１電極１１８の上面には
設けられず、この部位における光損失を減らすことができる。
【００７２】
　一方、前記有機発光素子（ＯＬＥＤ）は、発光部に順次に蒸着された第１電極１１８及
び有機発光層１３０と第２電極（図示せず）によって形成される。図示してはいないが、
第２電極は、基板１００上の全体画素を覆いつつ一体形に設けられるものであり、有機発
光層１３０の上部の他に紫外線遮断層１２２にも均一に形成されている。前記第２電極は
、半透過或いは透明電極からなり、有機発光層１３０から光が透過する。
【００７３】
　一方、前記有機発光層１３０は単一膜として示されているが、有機発光層１３０の他に
、その下部に正孔輸送層及び正孔注入層をさらに含むことができ、その上部に電子輸送層
及び電子注入層をさらに含むことができる。そして、前記有機発光層１３０は、電荷生成
層を挟んで複数の有機発光層を配置させたスタック構造であってもよい。
【００７４】
　本発明の有機発光表示装置において、紫外線遮断層１２２は、スペーサ１２１の形成後
にＰＶＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）及びＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ
　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）のいずれか一つの蒸着方式によって特定の開口部に選択的に形
成されてもよく、或いは非形成部、すなわち、バンク１２０と重畳しない第１電極１１８
の上面にのみ感光膜を設け、上述した蒸着方式で全面蒸着した後、感光膜が設けられてい
る部位を選択的にリフトオフし、バンク１２０と重畳しない第１電極１１８の上面以外の
部位にのみ残してもよい。
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【００７５】
　前記紫外線遮断層１２２は光学的に紫外線光の遮断性を有する必要があるので、膜の緻
密度が重要であり、内部ピンホールを防止するようにパルス蒸着方式を用いることができ
、この方式の蒸着時にはプラズマパワーの強度を均等調節する。
【００７６】
　一方、前記紫外線遮断層１２２は、有機発光表示装置の形成を完了した後、装置の紫外
線信頼性テストにおいて加えられる苛酷な実験条件の紫外線光、或いは有機発光表示装置
の製品使用中に日照量の大きい太陽光への露出による紫外線光に対する影響を全て抑える
ことができる。また、本発明の有機発光表示装置は、紫外線遮断層１２２の存在により、
バンク１２０及びスペーサ１２１或いはその下部の平坦化膜１１７が紫外線光によって変
性すること及び紫外線光と反応して各膜におけるガス抜けが他の層に影響を与えることを
防止し、有機発光表示装置の信頼性を改善することができる。
【００７７】
　図２は、本発明の第２実施例による有機発光表示装置の断面図である。
【００７８】
　図２に示すように、本発明の第２実施例による有機発光表示装置は、構造的に、前記第
１実施例の有機発光表示装置に、前記平坦化膜１１７の上部面に紫外線遮断補助層１２８
をさらに備えることができる。前記紫外線遮断補助層１２８は、上述した紫外線遮断層１
１８の材料と同一系列の材料、すなわち、紫外線遮断性に優れた無機遮断膜、例えば、Ｚ
ｎＯｘ、ＴｉＯｘ、ＳｉｘＮｙ及びＴａｘＯｙの少なくともいずれか一つを含むことがで
きる。そして、前記紫外線遮断補助層１２８は、第１電極１１８が反射電極を含み、第２
電極が半透過性或いは透過性の電極からなって上部発光方式を有するとき、紫外線遮断特
性を持つ略７００Å以上であれば、上限厚さに制限がない。これは、第１電極１１８の下
部に光が伝達されず、前記紫外線遮断補助層１２８の可視光領域帯の透過を考慮しなくて
もいいためである。
【００７９】
　前記紫外線遮断補助層１２８は、平坦化膜１１７の上部面及び前記第１電極１１８の下
部に位置する。この場合、紫外線遮断補助層１２８は、第１電極１１８の上部から入射す
る一部の紫外線がその下側の平坦化膜１１７の成分と反応することを防止でき、平坦化膜
１１７の上部とバンク１２０及びスペーサ１２１の下部で二重の紫外線遮断が可能であり
、上述した第１実施例に比べて安定的に紫外線光を遮断することができる。前記平坦化膜
の上部面に、前記紫外線範囲の光を反射および／または吸収するように、補助絶縁膜１２
８をさらに備えることができる。
【００８０】
　図３は、本発明の第３実施例による有機発光表示装置の断面図である。
【００８１】
　図３に示すように、上述した本発明の第２実施例の変形例であり、本発明の第３実施例
の有機発光表示装置は、第１電極１１８の位置する部位に紫外線遮断補助層１３８を備え
ることができる。前述したように、第１電極１１８が反射性電極を含むので、紫外線遮断
補助層１３８が外部、即ち第１電極１１８が設けられていない部位に設けられ、同一面の
紫外線遮断補助層１３８と第１電極１１８が上部から入射する紫外線がこれらの膜を通過
できないようにし、紫外線光を遮断することができる。
【００８２】
　図４は、比較例による有機発光表示装置の断面図である。
【００８３】
　図４は、比較例による有機発光表示装置であり、上述した本発明の有機発光表示装置と
は違い、紫外線遮断層及び紫外線遮断補助層が設けられておらず、上部から入射する紫外
線光がスペーサ２１、バンク２０及び平坦化膜１１７に垂直方向に透過し、平坦化膜１１
７、バンク２０及びスペーサ２１においてそれぞれガス抜け４０，２０ａ，２１ａが発生
している。また、スペーサ２１及びバンク２０の側部からもガス抜け２１ａ，２０ａが移
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動して有機発光層３０の側部劣化部３０ａを発生させ、発光領域の縮小を招くことがある
。
【００８４】
　以下では、平坦化膜、バンク及びスペーサの成分の化学式と紫外線テスト時の変化につ
いて述べ、これらの膜で紫外線テスト時に発生するガス抜けの原因について説明する。
【００８５】
　図５は、平坦化膜のＵＶ照射によってブリーチング（ｂｌｅａｃｈｉｎｇ）の発生する
か否かによる化学的反応を示す図である。
【００８６】
　図５に示すように、平坦化膜は光活性化合物（ＰＡＣ：Ｐｈｏｔｏ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｃ
ｏｍｐｏｕｎｄ）のＤＮＱスルホネート（Ｄｉ－ａｚｏｎａｐｈｔｈｏｑｕｉｎｏｎｅ　
ｓｕｌｆｏｎａｔｅ）を含んでなる。
【００８７】
　すなわち、平坦化膜は、薄膜トランジスタが形成された基板上にＤＮＱスルホネートを
成膜し、これを一般光硬化させてなる。
【００８８】
　光硬化段階で、窒素成分が除去され、化学式１で表示される化合物（Ｉｎｄｅｎｅ　ｃ
ａｒｂｏｘｙｌｉｃ　ａｃｉｄ　ｓｕｌｆｏｎａｔｅ）の末端基のカルボキシル基から脱
水素化され、ＣＯ－基を有し、該ＣＯ－が隣接化合物と結合しつつ架橋結合がなされる。
【００８９】
　平坦化膜の内部において架橋結合が正常に行われた部分ではポリマー状に稠密な連結を
有するが、硬化に反応できなかった部分は、紫外線信頼性テスト時の強い紫外線照射によ
って、化学式１の化合物（Ｉｎｄｅｎｅ　ｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ　ａｃｉｄ　ｓｕｌｆｏ
ｎａｔｅ）の末端基であったカルボキシル基（ＣＯＯＨ－）から二酸化炭素が発生してガ
ス抜け（ｏｕｔｇａｓｓｉｎｇ）のガスとして作用し、周辺層、特に有機発光素子内の有
機発光層に劣化を招くことがあり、平坦化膜の内部においてもポリマー状の化合物の架橋
結合も一部損傷させ、ガス抜けの継続した発生を招くことがある。このようなガス抜けに
よって平坦化膜の変性及び平坦化膜などの変性による有機発光層の縁の劣化、すなわち、
有機発光層の縁が黒く見える現象が発生する。
【００９０】
【化１】

【００９１】
　図６は、バンク及びスペーサの主成分としてポリアミド酸を示す図である。
【００９２】
　図６に示すように、バンク及びスペーサは、ポリアミド酸を硬化させてポリマー化した
ポリアミドからなる。
【００９３】
　このようなポリアミド酸の構成では対称的にカルボキシル基（ＣＯＯＨ）が位置するが
、ポリアミドのカルボキシル基が紫外線信頼性テスト時の強い紫外線によって脱水化し、



(13) JP 2020-109751 A 2020.7.16

10

20

30

40

50

二酸化炭素として脱離され得る。
【００９４】
　このように紫外線照射によって発生した二酸化炭素は隣接層に移動し、平坦化膜におけ
ると同様に有機発光層の劣化を招くことがある。
【００９５】
　図７は、ＵＶ信頼性実験後に、収縮の発生する発光部を示す平面図である。
【００９６】
　図７に示すように、バンクの開口部と定義されていた発光領域は、図４及び図５に見ら
れるように、紫外線信頼性テスト後に平坦化膜或いはバンク及びスペーサにおける二酸化
炭素によるガス抜けの影響によって発光部の縁で劣化領域３０ａが発生して発光部領域が
縮小し、これによって有機発光表示装置の寿命が縮むことがある。
【００９７】
　また、有機発光層の他にも、その上部に設けられた電子注入層には、第２電極からの電
子の注入を容易にするためにリチウムのようなアルカリイオンが含まれているが、移動し
た二酸化炭素及び内部水素がリチウムと反応してＬｉＨＣＯ３のような金属化合物を形成
し、上述した有機発光層の縮小現象を加速化し得る。
【００９８】
　以下、上述した紫外線遮断層の他の形態について説明する。
【００９９】
　図８は、本発明の第４実施例による紫外線遮断層を示す断面図である。
【０１００】
　以上では紫外線遮断層がＺｎＯｘ、ＴｉＯｘ、ＳｉｘＮｙ及びＴａｘＯｙなどの無機遮
断膜である例を挙げた。
【０１０１】
　ところが、スペーサ２３１は有機発光層の蒸着時に微細金属マスク２５０とその上部面
が当たることがあり、硬度のある無機遮断膜が表面に設けられた場合には破れる恐れがあ
る。また、有機発光層の蒸着後に破れた無機遮断膜は装置に残り続き、不良として視認さ
れる恐れがある。
【０１０２】
　そこで、本発明の第４実施例による紫外線遮断層２３２は、スペーサ２３１の上部表面
及び該上部表面に続く側部の一部に開口部を有するように形成し、有機発光層の蒸着時に
微細金属マスク２５０がスペーサ２３１に接触し、軟性のスペーサ２３１と微細金属マス
クとが接するようにし、無機遮断膜の紫外線遮断層２３２の損傷を防止する。前記スペー
サ２３１はバンク（図１の２２０参照）の一部の幅にのみ形成されており、且つ下部より
も上部の幅が小さくなっているため、実質的に紫外線遮断層２３２に設けられる開口部は
小さい幅に過ぎず、実質的に紫外線遮断機能を低下させる程度ではない。場合によって、
前記紫外線遮断層２３２はスペーサ２３１の上部表面のみから除去されてもよい。
【０１０３】
　図９は、本発明の第５実施例による紫外線遮断膜を示す断面図である。
【０１０４】
　図９に示すように、本発明の第５実施例による紫外線遮断膜２４２は、バンク（図１の
２２０参照）及びスペーサ２４１上に無機膜成分の第１紫外線遮断膜２４２ａ、及び弾性
力を有する有機膜成分の第２紫外線遮断膜２４２ｂの二重層構造で形成されている。
【０１０５】
　この場合、弾性力の良い有機膜成分の第２紫外線遮断膜２４２ｂが、有機発光層を形成
するための微細金属マスク２５０と対応するので、両者間の接触があっても第２紫外線遮
断膜２４２ｂの損傷が防止されるだろう。
【０１０６】
　この場合、第１紫外線遮断膜２４２ａは無機遮断膜であり、ＺｎＯｘ、ＴｉＯｘ、Ｓｉ
ｘＮｙ及びＴａｘＯｙの少なくともいずれか一つであり、前記第２紫外線遮断膜２４２ｂ
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は、ＰＴＦＥ（Ｐｏｌｙｅｔｒａｆｌｕｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ）、ＰＶＤＦ（Ｐｏｌｙ
ｖｉｎｙｌｉｄｅｎｅ　ｆｌｕｏｒｉｄｅ）、ＰＥＴ（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅ
ｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）、ＣＯＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｏｌｅｆｉｎ　Ｐｏｌｙｍｅｒ）及
びＰＣ（Ｐｏｌｙｃａｒｂｏｒｎａｔｅ）のいずれか一つであり得る。
【０１０７】
　この場合にも、紫外線遮断層２４２の合計厚さは、一定厚さを適用することができ、そ
の好ましい厚さとして７００Å～２０００Åの範囲を挙げることができる。前記紫外線遮
断層２４２を備えることによって、外部光のうち、紫外線光の他にも可視光領域帯の光の
損失も防止することができる。
【０１０８】
　図１０は、本発明の第６実施例による紫外線遮断膜を示す断面図である。
【０１０９】
　図１０に示すように、本発明の第６実施例による紫外線遮断膜２５２は、上述した第５
実施例の変形例であり、無機膜の第１紫外線遮断膜２５２ａ，２５２ｃ，２５２ｅと有機
膜の第２紫外線遮断膜２５２ｂ，２５２ｄ，２５２ｆとを積層した一対を複数対有するも
のであり、この場合、最上部に位置した紫外線遮断膜は有機遮断膜であり、微細金属マス
ク２５０との接触においても紫外線遮断膜２５０の損傷が防止される。本発明の他の実施
形態による有機発光表示装置で前記絶縁膜は、複数の第１紫外線遮断膜と、前記複数の第
１紫外線遮断膜上に備えられた少なくとも一つの第２紫外線遮断膜を含んでいることがで
きる。前記複数の第１紫外線遮断膜は無機膜であり、前記少なくとも一つの第２紫外線遮
断膜は有機膜であることができる。前記絶縁膜の最外フィルムはフレキシブルであること
ができる。
【０１１０】
　図１１ａ～図１１ｃは、紫外線遮断層の有無による効率変化を赤色、緑色、青色の発光
層で評価したグラフである。
【０１１１】
　図１１ａは、赤色光に対して、紫外線遮断層適用の有無によって紫外線信頼性テスト時
に時間変化による効率を評価したものであり、赤色光の場合、紫外線遮断層が設けられて
いない場合、２４０時間後には効率がほとんど初期状態の１０％レベルとなる。これに対
し、本発明の紫外線遮断層が設けられている場合には、同一条件で２４０時間が経過して
も初期状態の１００％以上の効率を維持している。
【０１１２】
　図１１ｂは、緑色光に対して、紫外線遮断層適用の有無によって紫外線信頼性テスト時
に時間変化による効率を評価したものであり、緑色光の場合、紫外線遮断層が設けられて
いない場合、２４０時間後には効率がほとんど初期状態の１０％レベルとなる。これに対
し、本発明の紫外線遮断層を備えている場合には、同一条件で２４０時間が経過しても初
期状態の１００％以上の効率を維持している。
【０１１３】
　図１１ｃは、青色光に対して、紫外線遮断層適用の有無によって紫外線信頼性テスト時
に時間変化による効率を評価したものであり、青色光に場合、紫外線遮断層が設けられて
いない場合、２４０時間後には効率がほとんど初期状態の１０％レベルとなる。これに対
し、本発明の紫外線遮断層を備えている場合には、同一条件で２４０時間が経過しても初
期状態の１００％以上の効率を維持している。
【０１１４】
　一方、図１１ａ～図１１ｃにおいて、紫外線遮断層が設けられているときは、赤色、緑
色、青色光のいずれも略２２０時間まではむしろ効率が増加する傾向を示している。実質
的に、紫外線遮断層が設けられている場合にも、紫外線信頼性テストで要求する条件では
効率の低下がないことが確認でき、これは、紫外線照射による製品内の有機発光層の変性
がほとんど発生しないことを意味する。
【０１１５】
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　図１２は、様々な成分によって発光領域においてガス抜け散布図行列を示すグラフであ
る。
【０１１６】
　図１２は、成分による発光領域の変化を示す図であり、二酸化炭素の増加によって発光
領域が著しく減少することが確認できる。特に、これは、水分に比べて、量による発光領
域の増加が深刻な場合、紫外線信頼性テストにおいて、製品内の二酸化炭素のガス抜けに
よって装置内変性を深刻に招き得ることを意味する。
　音を意味する。
【０１１７】
　本発明の有機発光表示装置は、紫外線遮断層を備えることによってそれを防止すること
ができる。
【０１１８】
　図１３は、様々な材料別紫外線領域帯の透過率を示すグラフである。
【０１１９】
　図１３は、材料Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、Ｔａ２Ｏ５、ＺｎＯに対してそれぞ
れ厚さを２０００Åにし、製品別波長による透過度を評価したグラフである。３５０ｎｍ
以下の波長の紫外線に対して遮断特性に最も優れているものはＴｉＯ２であり、Ｔａ２Ｏ

５は、概略的に２５０ｎｍ以下の波長の紫外線に対して効果的であり、Ｓｉ３Ｎ４は、２
００ｎｍ以下の波長の紫外線に対して効果的である。ＺｒＯ２やＺｎＯは、２００ｎｍ～
４００ｎｍの範囲で透過度が６０％以上であるため、単一材料としては紫外線遮断特性を
期待し難く、これらの材料は紫外線遮断層に用いられるとき、より紫外線遮断特性に優れ
た材料を複数層蒸着させて紫外線遮断効果を増大させることができよう。
【０１２０】
　図１４は、ＴｉＯ２成分の厚さ別波長に対する透過率変化を示すグラフである。
【０１２１】
　図１４に示すように、ＴｉＯ２成分は、１００Åの厚さのように薄い膜として設けられ
るとき、略３５０ｎｍ以下の波長で４０％以下の透過度を有する。ところが、厚さを漸次
増やすと３５０ｎｍ以下の波長において透過率が減ることが確認できる。ＴｉＯ２の厚さ
を略５００Åにする場合は、３５０ｎｍ以下の波長で透過率が５％程度であり、７００Å
以上の厚さでは３５０ｎｍ以下の波長で透過率がさらに減ることが分かる。すなわち、Ｔ
ｉＯ２膜を７００Å以上の厚さにすると、３５０ｎｍ以下の波長においてほとんど透過率
がなく、これはＴｉＯ２膜を７００Åの厚さ以上にすると、紫外線を安定して遮断できる
ということを意味する。
【０１２２】
　図１５は、紫外線遮断層の厚さ別ソーラースペクトル重畳面積を示すグラフである。
【０１２３】
　図１５に示すように、紫外線遮断層の厚さを７００Å以上にした場合、太陽光スペクト
ルとの重畳が同一に１７％以下と示されている。これは、紫外線遮断層の厚さを７００Å
以上にする場合、紫外線領域帯の波長の影響及び透過を十分に防止し、紫外線遮断層の下
層及び内部構成が紫外線と反応して変性されることを防止できるということを意味する。
【０１２４】
　一方、太陽光スペクトル（Ｓｏｌａｒ　Ｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ）
について簡略に説明する。これは、異なるメーカー及び研究室で作られた光電子素子の効
率比較のために定義された基準の一つである。標準太陽光スペクトル（ｓｏｌａｒ　ｓｐ
ｅｃｔｒｕｍ）としては１９８５　Ｗｅｈｒｌｉ　ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｅｘｔｒａｔｅｒ
ｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｓｏｌａｒ　Ｉｒｒａｄｉａｎｃｅ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍを利用する。
略１９９．５０ｎｍから１００７５ｎｍまでに１ｎｍ単位に太陽エネルギーを測定（単位
Ｗｍ－２ｎｍ－１）して定義したものである。そして、図１４で太陽光スペクトルとの重
畳は、前記測定された太陽エネルギーを１００％としたとき、これと比較して示したもの
である。本発明の表示装置では紫外線領域における影響の有無を判断し、太陽光スペクト
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ルとの重畳は、すなわち図１５に提示された太陽光スペクトルとの重畳は、紫外線領域帯
、すなわち波長２００ｎｍ～４５０ｎｍでの重畳を示している。
【０１２５】
　図１４に提示されたＴｉＯ２の透過率を考慮すれば、ＴｉＯ２を紫外線遮断層として具
現するとき、透過エネルギーは、紫外線遮断層の厚さに対する標準太陽光スペクトルのエ
ネルギーと厚さ別透過率を乗じた値である。
【０１２６】
　この場合、ＴｉＯ２膜を１００Åにした場合にも、ＴｉＯ２膜が設けられていない場合
（太陽光スペクトルの１００％重畳）に比べて５０％の重畳面積を有し、効果が得られる
が、略７００Åまでは太陽光スペクトルの面積に対して順次減る特性を示している。これ
は、万一本発明の有機発光表示装置において紫外線遮断層をＴｉＯ２で構成し、その厚さ
を１００Åにしたとき、工程偏差によって紫外線遮断層の厚さにおいて１０％前後の偏差
があると、太陽光スペクトル重畳面積値も領域別にばらつくことがあり、全体領域におい
て均一な紫外線遮断特性が得られなくなる。そこで、本発明の有機発光表示装置では紫外
線遮断層を厚さ７００Å以上にし、工程偏差によって厚さにばらつきがあっても、７００
Å以上であれば厚さに関係なく紫外線遮断層のない構造に比べて太陽光スペクトル重畳面
積が略１７％以下である太陽光スペクトルとの重畳特性によって高い紫外線遮断レベルを
維持し、工程偏差による紫外線特性差を防止した。
【０１２７】
　本発明の有機発光表示装置は、紫外線との反応性が最も大きいバンク及びスペーサの表
面に紫外線遮断層を備えることにより、紫外線が上部に入射する時に紫外線遮断層が紫外
線光を反射或いは吸収し、特に紫外線光を直接受ける場合にガス抜けが起きる有機物質材
料内への紫外線の透過を防止することができる。
【０１２８】
　また、紫外線遮断層を備えることによって、紫外線の透過を遮断して下部ガス抜け誘発
層におけるガス抜けを防止し、有機スタックにおける発光領域の収縮現象を防止すること
ができる。したがって、発光素子内の安定性が維持され、有機発光表示装置の寿命が向上
する。
【０１２９】
　場合によって、バンク及びスペーサの下部層にも紫外線遮断層を形成することにより、
バンク及びスペーサ形成前或いは形成後にも、一部の紫外線遮断層が設けられていない領
域から入射した紫外線によって薄膜トランジスタアレイ内の素子特性に影響が及ぶことを
防止する。
【０１３０】
　以上、添付の図面を参照して本発明の実施例を詳しく説明したが、本発明は必ずしもそ
れらの実施例に限定されなく、本発明の技術思想を逸脱しない範囲内で様々に変形実施が
可能である。したがって、本発明に開示された様々な実施例は、本発明の技術思想を限定
するためのものではなく説明するためのものであり、このような実施例によって本発明の
技術思想の範囲が限定されない。したがって、以上に述べた様々な実施例はいずれの面に
おいても例示的なものであり、限定的なものではないと理解すべきである。本発明の保護
範囲は特許請求の範囲によって解釈しなければならず、特許請求の範囲と同等な範囲内に
おける技術思想はいずれも本発明の権利範囲に含まれるものと解釈すべきであろう。
【符号の説明】
【０１３１】
　　１００：基板　　　　　　　　　　１０１：第１基材
　　ＴＦＴ：薄膜トランジスタ　　　　Ｃｓｔ：ストレージキャパシタ
　　１１４：ソース電極　　　　　　　１１５：ドレイン電極
　　１１７：平坦化膜　　　　　　　　１１８：第１電極
　　１２０：バンク　　　　　　　　　１２１：スペーサ
　　１２２：紫外線遮断層　　　　　　１３０：有機発光層
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　　１２８：紫外線遮断補助層
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